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〒530-0001 大阪市北区梅田2-4-13
阪神産経桜橋ビル2F

研修校、宿泊施設の規定に変更があった場合、別途中間金を申し受ける場合もあり
ます。
またプログラムにより申込金額に変更がある場合は、別途お知らせいたします。

ただし、以下の研修校、宿泊施設を選択された方は300,000円:
・サヴォワ・モンブラン大学、ブルゴーニュ大学、ボルドー大学、ステュディオ滞在。
また研修校、宿泊施設の規定に変更があった場合、別途中間金を申し受ける場合も
あります。
プログラムにより申込金額に変更がある場合は、お見積書に明記されます。

※お見積書に別途必要な書類の記載がある場合はそちらも含めてお送りください。
※手配サービス
当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすること等に
より留学プログラム前後のホテル等の手配、現地でのタクシーを使った送迎手配、
TGV等の列車チケット手配をすることをいいます。

語学留学プログラム：50,000円

専門留学プログラム：プログラムにより異なり50,000円/100,000円/150,000円など
お見積書に明記されます。

語学留学プログラム：200,000円

専門留学プログラム：150,000円
※プログラムにより申込金額に変更がある場合は、お見積書に明記されます。

原則として申込締め切り日は以下のとおりとなります。
　90日以下のプログラム：原則プログラム開始45日前
　91日以上のプログラム：原則プログラム開始100日前
年末・年始やGWなど長期間の休みが入る場合はその限りではありません。
また語学留学プログラムの大学付属語学学校で秋学期もしくは春学期より受講され
る方は、別途ホームページ上で申込締め切り日をご案内しておりますのでご参照くだ
さい。
上記締め切り日までに予約・申し込みいただいてもお受けできない場合もありますの
であらかじめご了承ください。
なお上記申込締め切り日後にお申し込みをご希望のお客様は当社カウンセラーに相
談ください。
この場合、留学プログラムによっては別途特別料金で申し受ける場合もあります。

以下、申込フォーム（QRコード）より、必要事項をご入力の
うえお申込みください。お申込みにあたっては、「日仏文化
協会留学約款」ならびに「日仏文化協会旅行業約款・手配
旅行契約の部」をオンライン上でご確認いただき、これに
同意のうえお申込みいただくものとします。必要書類は、原
則としてオンライン上でご提出いただきます。

※91日以上の留学プログラムにお申込みの場合は、「ビザ取得に関わる重要事項
説明書」をオンライン上でご確認のうえ、同意いただきます。
※郵送によるお申込みをご希望の場合は、書類の郵送による対応も可能としま
す。留学約款（P83-84）、手配サービス条件書（P85）、旅行業約款（P86）をお読
みの上、P81の参加申込書に必要事項をご記入・ご署名の上、当社までお送りく
ださい。なお、ビザが必要な91日以上の留学プログラムの場合には「ビザ取得
に関わる重要事項説明書」にもご署名の上、参加申込書と共に当社までお送り
ください。

参加申込書（P81）

パスポートのコピー（顔写真のあるページ）
注意：取得・更新中の方は後日送付可（日本出発の14日前までに必着）。パスポートは、
シェンゲン協定加盟国出国時に3ヶ月以上の有効期間が残っている必要がありますの
で、必ずご確認ください。

参加申込書（P81）

パスポートのコピー（顔写真のあるページ）

ビザ取得に関わる重要事項説明書（P82）
注意：①②ともご署名が必要です。

注意：取得・更新中の方は取得次第送付してください。
パスポートは、シェンゲン協定加盟国出国時に3ヶ月以上の有効期間が残っている必要
がありますので、必ずご確認ください。

証明写真2枚（4.5㎝×3.5㎝、スピード写真可、カラー、背景は白地）
※参加申込書に添付していただく写真を含め2枚

最終学歴の卒業証明書もしくは在学証明書（英文又は仏文）
注意：和文が必要な場合もしくは和文以外の証明書が取得できない場合、フランス語
翻訳を必要とするので、必ず個人名・住所は付箋などでアルファベットを振ってくださ
い。電子透かし「POPITA＠」による証明書ではなく、教育機関の窓口で発行された証明
書を提出ください。

戸籍抄本
注意：フランス語に翻訳する必要がありますので、必ず個人名・住所は付箋などでアル
ファベットを振ってください。こちらは必ず原本の郵送が必要となります。

郵送でのお申し込みをご希望の場合、下記の日仏文化協会本部（東京）、もしくは
大阪ビューローに書類をお送りください。

当社が申込金と参加申込書を含む左記の必要書類を受領し、審査の上お客様
に対して「申込確認書」を送付した時点をもってお客様と当社の間の契約が成
立したものとします。

オンライン申込方法
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　留学プログラム開始以前に、お客様のご都合で研修校、宿舎、都市など留学プロ
グラムの申込内容を変更したり、取り消される場合は、下記の変更・取り消し手数料
を申し受けます。なお、変更は1回限りとします。
■お申し込みを取り消したお客様が、そのプログラム開始日より1年以内に開始される別のプログ
ラムを申し込まれる場合は、お支払いになった取り消し手数料のうちの申込金相当額をそのプロ
グラム費用の一部として充当することができます。
■下記取り消し手数料のほかに、研修校・宿泊施設の規定により実費が必要である場合には、追
加で実費分を請求することがあります。
■学費、宿泊料金に限り当該施設の規定により返金可能であれば、経費などを差し引いて返金す
ることがあります。

（1回限り）

（1回限り）

105

留学プログラムにご参加のお客様は、原則として海外旅行保険（AIG損保）にご加入
いただきます。留学プログラム申し込み後に保険のパンフレット、申込書と返信用封
筒を送付しますので、90日以下の留学プログラムお客様はご出発日の10日前まで
に、91日以上の留学プログラムのお客様は5週間前を目安に、日仏文化協会へ申込
書をお送りください。
なお91日以上の留学プログラムにご参加のお客様で、他社で海外旅行保険に
加入をご希望の場合は、ご出発の５週間前までに当社にその旨を通知し、保険加入
後に証明書のコピーをご送付ください。

6 2

宿泊施設関連/宿泊施設手配、
宿泊費、住居保険、保証金①

宿泊施設関連：ホームステイの場合は滞在費、寮の場合は登録料、家賃など、ステュディ
オの場合は家賃、不動産手数料、住居保険など。

宿泊施設

宿泊施設

本誌記載の留学プログラム費用は2026年2月のユーロ・スイスフラン・カナダドル/円為替レートを
もとに計算されております。従って為替市場の変動により、予告なくサーチャージの申し受けや円高
還元キャンペーン等による価格の割引を行うことがありますが、これは当社ホームページ、チラシ、
広告等で発表いたします。ただし、お見積りベースの場合は、お見積もり時点の為替市場を考慮の
上お見積りを作成しますので、有効期限内であれば原則としてプログラム費用の変動はございま
せん。また、お客様と当社の契約成立後は、当社は通常為替予約等により為替変動リスクの軽減努
力を行いますので、大きな経済情勢の変動がない限りプログラム費用が変動することはございま
せん。しかし契約成立後に当社の責のない理由での契約内容の変更・取り消し・契約不履行があ
り、為替変動による当社の実損が生じた場合は通常の取り消し手数料に加えて為替差損の実費を
請求することがあります。

3

ETIASの申請サポート

2026年後半から開始予定のETIASは申請料20ユーロでプログラム費用には含まれてお
らずお客様が負担するものとします。

■留学プログラム開始以前に、お客様のご都合で手配サービスの申込内容を変更される場
合は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料そ
の他の手配の変更に要する費用をご負担いただきます。また、当該手配サービス内容の
変更によって生ずる手配サービス代金の増額又は減額はお客様に帰属するものとします。
■留学プログラム開始以前に、お客様のご都合で手配サービスの全部又は一部を取り消さ
れる場合は、既にお客様が提供を受けた手配サービスの対価として、又はいまだ提供を受
けていない手配サービスに係る取消料、違約料、その他の運送・宿泊機関等に対し既に支
払い、又はこれから支払う費用をご負担いただくものとします。
■手配サービス契約の変更・解除については総合ガイドP85の「手配サービス条件書」の「9.
契約内容の変更」および「10.契約の解除」が適用されますのでお読み下さい。
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